



          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主催：（財）しずおか産業創造機

　１１月の「下請取引適正化推進月間」に先立ち当機構では、下請中小企業振興対策の一環として

下請代金支払遅延等防止法に関する講習会を下記のとおり開催します。　

各企業の資材・外注・購買担当者の皆様、また下請企業の方も下請取引トラブル防止の為に、ご聴講下さい。

記

1． 日時・場所

	浜松会場
	平成２１年１０月　７日（水）　１３：３０～１7：００

グランドホテル浜松 （浜松市東伊場1-3-1）　２階「鶴」
	募集人数

　２５０名

	富士会場
	平成２１年１０月　８日（木）　１３：３０～１７：００

富士商工会議所 （富士市瓜島町８２番地）　「４階大会議室」
	募集人数

１２０名


２．講 　 師        荒井　忠　氏

（元　関東通商産業局　下請代金検査官）　

３．内　  容　      ○下請代金支払遅延等防止法、下請振興法について　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　・下請法の適用範囲、親事業者の義務・禁止事項等のポイント解説、注意点

　　　　　　　　　　　・質疑応答　　　　　　　　　　

４．受 講 料　      無 料（テキスト『下請代金支払遅延等防止法のポイント』を無料配布します）

５．申込方法　　　  聴講を希望される方は、下記申込書にご記入の上、ＦＡＸにてご返送下さい。
　　　　　※定員オーバーの場合、聴講をお断りする場合があります。お早めにお申し込み下さい。

６．申 込 先       （財）しずおか産業創造機構　取引支援チーム 
　　　　　　　　　　電話　０５４－２７３－４４３３　　ＦＡＸ　０５４－２５１－３０２４

　            　URL： http://www.ric-shizuoka.or.jp   Ｅ-mail： torihiki@ric-shizuoka.or.jp


「平成21年度　下請取引適正化講習会」申込書

	希望する会場に○をつけて下さい。　

１．浜松会場（10／７）　　　　　　２．富士会場（10／８）

	企業名
	
	資本金
	

	住　所
	

	事業内容
	

	出席者

(参加者代表者)
	（役職）　　　　　　　　 （氏名）　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　他　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　計　　　　名

	電  話
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


	ＦＡＸ
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　




（財）しずおか産業創造機構　取引支援チーム　宛　ＦＡＸ０５４－２５１－３０２４
· 事前に聴講票等は発行しませんので、直接各会場へお越しください。


【本法制定の趣旨】

　下請取引における下請代金の支払遅延等の行為は、独占禁止法の「不公平な取引方法」のうち

「優越的地位の濫用行為」に該当し、同法第１９条の規定（事業者は、不公平な取引方法を用いてはならない）に違反するおそれがある行為である。


下請事業者利益を確保するために、独占禁止法の違反事件処理手続きとは別の簡易な手続きが必要であるとの考えから、下請代金支払遅延等防止法が昭和31年に独占禁止法の特別法として制定された。




参加無料





テキスト無料





◆個人情報の保護について◆


当講習会申込の際にお伺いする個人情報は、（財）しずおか産業創造機構で実施する事業で利用します。（講習会名簿作成、その他当機構で主催する展示会、講習会の連絡及び下請あっせん事業に伴なう情報提供）ご提供いただきました個人情報を正確に処理するように努めます。





下請代金支払遅延等防止法における親事業者の義務（第2条の2、第3条、第4条の2、第5条）


・禁止事項（第4条第１項、第２項）


　　


○義　　　務　　（ｱ）書面の交付義務


（ｲ）書類の作成・保存義務


　　　　　　　　　　　（ｳ）下請代金の支払期日を定める義務


　　　　　　　　　　　（ｴ）遅延利息の支払義務





　　○禁止事項　（ｱ）受領拒否の禁止


　　　　　　　　　　 （ｲ）支払代金の支払遅延の禁止


　　　　　　　　  　（ｳ）下請代金の減額の禁止


　　　　　　　　　  （ｴ）返品の禁止


　　　　　　　　  　（ｵ）買いたたきの禁止


　　　　　　　　　  （ｶ）購入・利用強制の禁止


　　　　　　　　　 　（ｷ）報復措置の禁止


　　　　　　　　    （ｸ）有償支給原材料の対価の早期決済の禁止


　　　　　　　　    （ｹ）割引困難な手形の交付の禁止


（ｺ）役務の利用強制


（サ）不当な経済上の利益の提供要請の禁止


　　　　　　　     （シ）不当な給付内容の変更・やり直しの禁止


　











